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1 　問題の所在

本件は、2022（令和 4 ）年 4 月 8 日、地方公共団体である阿武町の職員が
住民税非課税世帯に対する臨時特別交付金4630万円を、誤って山口銀行阿
武支店（仕向銀行）の同町の口座から三菱 UFJ 銀行宇部支店（被仕向銀行）

にある被告人名義の普通預金口座に振込入金し、この誤振込みの事実が仕
向銀行から阿武町に通知され、被告人は、この事実を阿武町職員から知ら
された後に、複数回にわたり、携帯電話機を操作して、三菱 UFJ 銀行の支
払い等の事務処理に使用される電子計算機に対し、自己の口座からオンラ
インカジノサービスの代行決済業者等名義の普通預金口座に振込みを依頼
する旨の情報を与え、上記誤振込金員の大半を振込入金させたというもの
である。

本件では、上記のように、被告人による本件振込依頼の前に、仕向銀行
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から阿武町に誤振込みの指摘があった上で仕向銀行から被仕向銀行に本件
誤振込みについての組戻しのお願いの電話連絡がなされている。その上で、
阿武町職員が被告人宅を訪問し、被告人に対して本件誤振込みについて、被
仕向銀行まで「組戻し」の手続きに行くことを依頼した。その際、被告人
は、阿武町職員から、「組戻し」は受取人本人が銀行に行かないと手続きで
きないとの説明を受けている。実際、これは誤振込み問題を理解するうえ
で決定的に重要なことであるが、銀行実務では、受取人本人が直接申請し
ないと「組戻し」はできない。また、阿武町からは被告人が本件振込依頼
をする前に仕向銀行に組戻依頼書が提出され、上記振込組戻センターに組
戻依頼電文が送信されていた。そこで、被仕向銀行は振込金組戻承諾書の
準備をして、被告人らの到着を待っていた。

しかし、被告人は、上記振込金組戻承諾書への署名を拒否して、その後、
上記の振込依頼を行った。つまり、被告人が誤振込みの事実を知ったのは
仕向銀行、被仕向銀行、阿武町の関係者がこれを知った後であり、かつ、本
件誤振込みの原因は仕向銀行、被仕向銀行の過誤ではなく、振込依頼人で
ある阿武町の職員の過誤であったことも、被告人による決済代金の支払委
託や振込依頼前に明らかになっていた。被告人は、これらの事実を知った
後で、本件の「組戻し」を拒否したのである。

このような事案では、被仕向銀行に「自行の入金処理に誤りがなかった
かどうかを確認する一方、振込依頼先の銀行及び同銀行を通じて振込依頼
人に対し、当該振込みの過誤の有無に関する照会を行うなどの措置」を執
る必要性は認められない。なぜなら、被告人を含むすべての関係者が、入
金処理の誤りではなく、振込依頼人に当該振込みの過誤があったことを知っ
ているからである。ゆえに、被告人には、当該振込みについて、これが

「誤った振込み」であることを被仕向銀行に告知する必要はない。ましてや、
被告人にはそれを告知すべき義務はないであろう。
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それにもかかわらず、本件では、以下で紹介する 1 審判決1）や控訴審判
決2）において、被告人には「当該振込について誤振込であると認識してい
ること」を被仕向銀行に告知すべき義務があり、かつ、それを怠ってオン
ラインで送金を行ったことは「正当な権利行使」であることを装った「虚
偽の情報」を電子計算機に与えるものとして、電子計算機使用詐欺罪（刑

法246条の 2 ）が成立するという。そこに、本件の最大の問題がある。

2 　 1 審判決の要旨

これにつき、第 1 審の山口地裁は、2023（令和 5 ）年 2 月28日、以下のよ
うな理由を付して被告人に電子計算機使用詐欺罪の成立を認め、懲役 3 年
執行猶予 5 年の判決を言い渡した（以下、「 1 審判決」と記す）。なお、以下の
下線は、すべて筆者による。

第 1 ： 「被告人は、……三菱 UFJ 銀行のデビット取引に係る代金決済の
支払等の事務処理に使用される電子計算機に対し、被告人口座に
振り込まれた本件誤振込金につき、誤って振り込まれた被告人に
無関係なものであることを認識しているものの、その旨を三菱 UFJ
銀行に告知していないため、本件誤振込金についてデビットカー
ド情報を利用して決済代金の支払委託等をすることが許されない

1） 　 1 審判決は山口地判令和 5 ･ 2 ･28裁判所ウェブサイトである。これに対する評釈として
筆者が知り得たものに、大関龍一「判批」刑事法ジャーナル77号（2023年）146頁、杉本一
敏「判批」法学教室514号（2023年）122頁、品田智史「誤振込みと財産犯」阪大法学73巻
3 号（2023年）620頁、松原芳博「判批」季刊刑事弁護116号（2023年）87頁、松宮孝明「判
批」新・判例解説 Watch33号（2023年）167頁、同『誤振込みと財産犯』（成文堂、2023年）
109頁、佐竹宏章「誤振込によって生じた預金債権と財産犯の成否」刑法雑誌64巻 1 号（2025
年）104頁がある。

2） 　控訴審判決は広島高判令和 6 ･ 6 ･11裁判所ウェブサイトである。これに対する評釈とし
て筆者が知り得たものに、松原芳博「判批」季刊刑事弁護120号（2024年）180頁、品田智
史「判批」新・判例解説 Watch36号（2025年）157頁、小池信太郎「判批」刑事法ジャー
ナル83号（2025年）115頁、佐藤結美「判批」令和 6 年度重要判例解説（2025年）124頁、小
林侑介「判批」日本法学91巻 1 号（2025年）167頁がある。
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にもかかわらず、デビットカード情報を利用し、……振込を依頼
する旨の虚偽の情報を与え、……三菱 UFJ 銀行本店に開設された
JCB デビット資金清算口口座の預金残高を……増加させて財産権
の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、よって、……
合計アメリカ合衆国 2 万4000ドル余りの前記オンラインカジノサー
ビスを利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た。」

第 2 ： 「被告人は、……三菱 UFJ 銀行が提供するインターネットバンキ
ングにアクセスし、……三菱 UFJ 銀行の預金残高管理、振替、振
込等の事務処理に使用される電子計算機に対し、被告人口座に振
り込まれた本件誤振込金につき、誤って振り込まれた被告人に無
関係なものであることを認識しているものの、その旨を三菱 UFJ
銀行に告知していないため、本件誤振込金について振込依頼等を
することが許されないにもかかわらず、被告人口座から住信 SBI
ネット銀行株式会社法人第一支店に開設された株式会社 AMK 名
義の普通預金口座に……振込を依頼する旨の虚偽の情報を与え、
……三菱 UFJ 信託銀行栃木芳賀センターに設置された電子計算機
に接続されている磁気ディスクに記録された株式会社 AMK 名義
の普通預金口座の預金残高を……増加させて財産権の得喪、変更
に係る不実の電磁的記録を作るなどし、よって、前記オンライン
カジノサービスを合計3592万4691円分利用し得る地位を得て、もっ
て財産上不法の利益を得た。」

このほかに、被告人は、三菱 UFJ 銀行が提供するインターネットバンキ
ングにアクセスし、さらに 2 つのオンラインカジノサービス代行決済業者
の普通預金口座の預金残高を増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の
電磁的記録を作るなどし、よって、前記オンラインカジノサービスを利用
し得る地位を得たことが認定されている。

その上で、 1 審判決は、「法令の適用に関する補足説明」として、被告人
の本件振込依頼はその預金債権の正当な権利行使であり、電子計算機に虚
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偽の情報を与えるものではなかったとする弁護人の主張に対し、以下のよ
うに述べる。
「阿武町職員が、令和 4 年 4 月 8 日に本件誤振込金を被告人口座に振り込

んだ事実が認められるところ、最高裁判所第二小法廷平成 8 年 4 月26日判
決を前提とすると、この時点で、被告人と三菱 UFJ 銀行との間に本件誤振
込金相当額の普通預金契約が成立し、被告人が三菱 UFJ 銀行に対し本件誤
振込金相当額の預金債権を有していたものと認めることができる。」
「検察官は、このような被告人と三菱 UFJ 銀行との権利関係を踏まえ、最

高裁判所第二小法廷平成15年 3 月12日決定（以下、『平成15年判例』と記す。）

を引用し、被告人には三菱 UFJ 銀行に対し誤った振込があることを告知す
べき義務（以下、これを単に「告知義務」という。）があり、被告人はこれに違
反して本件送金行為等に及んでいるのであるから、本件送金行為等は正当
な権利行使ではない旨主張している。」
「ア　被告人は、本件送金行為等に及ぶまでの間に、被告人口座に本件誤

振込金が振り込まれていることを知っていたのであるから、平成15年判例
に従うと、信義則上、被告人には、本件送金行為等の時点で三菱 UFJ 銀行
に対する告知義務があったものといえる。」
「イ　……平成15年判例は、誤って受取人口座に金銭が振り込まれた場合、

これを知った被仕向銀行が、自行の口座入金手続に過誤がないかを調査し、
さらに、仕向銀行及び仕向銀行を通じて振込依頼人に照会するなどした上、
振込依頼人に過誤があり組戻しを求められれば、受取人の承諾を得た上で
組戻しの手続を採るというのが銀行実務（以下、『調査等手続』という。）であ
ることを前提として、誤って受取人口座に金銭が振り込まれた場合に、関
係者間での無用な紛争の発生を防いだり、あるいは、被仕向銀行が振込依
頼人と受取人との間の紛争等に巻き込まれないようにすることで振込送金
制度の円滑な運用を維持するために、被仕向銀行に調査等手続を採る利益
を認めるとともに、その利益を実質的なものとするために、受取人口座に
誤った振込みがあったことを受取人が知った場合には、信義則に基づき受
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取人に被仕向銀行に対する告知義務を課することを内容としているもので
ある。」
「このような平成15年判例の趣旨に照らすと、仮に、既に被仕向銀行が受

取人口座に誤った振込みがあったことを知っているという事情があったと
しても、被仕向銀行としては、関係者間での無用な紛争の発生を防いだり、
あるいは、被仕向銀行が振込依頼人と受取人との間の紛争に巻き込まれな
いよう

マ

す
マ

るために、誤って受取人口座に振り込まれた金銭についてどのよ
うに処理をするのが相当かを早期に検討する必要があるといえる。そして、
その検討のためには、受取人口座に誤って振り込まれた金銭について、そ
の原因行為の有無等につき受取人がどのように認識しているかをなるべく
早期に被仕向銀行が知る必要がある。そうすると、被仕向銀行が受取人口
座に誤った振込みがあることを既に知っていたとしてもなお、受取人には
被仕向銀行に対する告知義務があるというべきである。」
「平成15年判例が、誤って受取人口座に振り込まれた場合に、これを知っ

た被仕向銀行に調査等手続を採る利益を認めていることを考えると、告知
義務に違反している受取人が、被仕向銀行が調査等手続を完了するまでの
間に、誤って受取人口座に振り込まれた金銭分の預金について権利行使を
することを許せば、被仕向銀行に調査等手続を採る利益を認め、そのため
に受取人に告知義務を認めながら、一方で、その告知義務に違反する受取
人が被仕向銀行の調査等手続を採る利益を侵害する行為を許すことになり、
前記のとおりの平成15年判例の趣旨を没却することになる。」

3 　控訴審判決の要旨

この 1 審判決に対して、弁護人は、仕向・被仕向の両銀行が先に誤振込
みの事実を知っていた点で、本件は平成15年判例とは事案が異なり、誤振
込みであることが明らかな本件では、銀行が調査等手続を執る利益は認め
られず、被告人には信義則上の告知義務は認められないこと、インターネッ
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トバンキングでの振込依頼には正当な権利行使であることを告知する余地
はなく、よって本件では「虚偽の情報」は与えられていないこと等を主張
して控訴した。これに対して、広島高裁は、2024（令和 6 ）年 6 月11日の判
決（以下、「控訴審判決」と記す。）において、以下の理由でその控訴を棄却した。

すなわち、「平成15年判例が指摘する銀行実務において、受取人が誤った
振込があるとの認識を有していることを被仕向銀行に明らかにすることが
前提とされており、受取人による告知は、受取人が誤振込であると認識し
ていることを被仕向銀行が知ることに重要な意義がある」のであり、「銀行
にとって、払戻請求を受けた預金が誤った振込によるものか否かは、直ち
にその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であり、受取人につい
て、自己の口座に誤った振込があることを知った場合には、銀行に上記の
措置を講じさせるため、誤った振込があった旨を銀行に告知すべき信義則
上の義務があると解されるのであり、加えて、社会生活上の条理からして
も、誤った振込については、受取人において、これを振込依頼人等に返還
しなければならないのであって、誤った振込金額相当分を最終的に自己の
ものとすべき実質的な権利はないのであるから、そのような告知義務があ
ることは条理上も当然のことというべきである。そうすると、本件におい
て、振込依頼人である阿武町や本件仕向銀行から、本件被仕向銀行に対し
本件振込が誤振込であるとの申出がなされていても、銀行実務に沿った事
務処理を円滑に遂行する必要からして、受取人たる被告人が当該振込につ
いて誤振込であると認識していることを、本件被仕向銀行に対し申し出て
いない被告人に、信義則上、また社会生活上の条理からしても、告知義務
がなお否定されないことは当然の帰結である」から、「原判決は、平成15年
判例が指摘する銀行実務の目的を踏まえ、その目的達成のために被仕向銀
行に調査等手続を執る利益が認められ、その利益を実質的なものとするた
めに被告人に信義則による告知義務が認められると説示し、本件において
も、本件被仕向銀行が誤振込の事実を実際には知っているという事情があっ
たとしても、上記銀行実務の目的達成のために、被告人が原因行為の有無
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等についてどのように認識しているかをなるべく早く知る必要があるから
被告人に告知義務が認められるとの判断を示している」のであって、「その
ような原判決の判断に誤りがあるとはいえない。」と。

続けて控訴審判決は、「被告人の告知義務を否定した場合、振込依頼人で
ある阿武町からは、4630万円にも及ぶ本件振込が誤振込であり、しかもそ
の原資が公金であると主張され、被告人からの払出請求に応じないよう求
められ、他方において、被告人との間では誤振込相当額の預金債権が成立
しているという状況にある本件被仕向銀行において、被告人が誤振込であ
る旨の認識を有していることを知ることができないまま、被告人から債務
不履行責任を追及されるリスクを負担して権利行使を拒否するか、振込依
頼人から損害賠償請求を受けるリスクを負担して被告人の権利行使に応じ
るかの判断を迫られるのである。」と述べて、「被告人の告知義務を否定す
る所論は、むしろ、本件被仕向銀行を振込依頼人と受取人との原因関係を
めぐる紛争に巻き込み、振込依頼人や受取人ほか関係者間の無用の紛争を
招くものであり、ひいては安全な振込送金制度の円滑な運用を妨げるもの
であるといわざるを得ない」と述べる。

控訴審判決は、さらに、受取人に対する債権者による誤振込み金額の差
押えに対する誤振込人からの第三者異議の訴えを棄却した最判平成
8 ･ 4 ･26民集50巻 5 号1267頁（以下「平成 8 年判例」と記す。）と預金通帳盗
難被害者からの払戻請求を認めた最判平成20･10･10民集62巻 9 号2361頁

（以下「平成20年判例」と記す。）に言及し、「平成 8 年判例は、誤振込によっ
て成立した預金債権を第三者が差し押さえたのに対し振込依頼人が第三者
異議の訴えを提起したものであり、受取人が成立した債権について権利行
使した事案ではないし、また、平成20年判例は、受取人が被仕向銀行に対
し払戻請求をしているものの、その請求は第三者によって払い出された自
己の金銭の取戻しの側面を有していた事案である。そして、各判例共に、誤
振込金一般について、受取人が民法上無制約に権利行使可能であるとは判
示していない」と述べる。
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最後に、インターネットバンキングにおいては、送金行為等が正当な権
利行使であるという情報も含む入力は求められてもいないという主張に対
しては、「本件において、被告人が情報を入力した電子計算機は、利用者が
銀行職員等と対面することなく即時に支払委託や振込依頼を行う手続を支
えるものであって、そのような手続を安全円滑に機能させるためには、そ
の利用者は権利行使に当たり告知義務が必要であるなどといった何らかの
制限を有していない者であることが当然の前提として求められていると解
される」等と述べて、被害者である被仕向銀行において「受取人が誤振込
であることないし原因関係がないことを認識していると知ることには重要
な意義があるから、これについて同銀行が利害関係を負わないなどという
ことはできない」と述べて、弁護人の主張は「平成15年判例の趣旨を正解
しないものといわざるを得ない。」と結論づける。

要するに、控訴審判決は、仕向・被仕向の両銀行がまだ誤振込みの事実
を知らないうちに、その事実を告知しないで払戻しを請求し、かつ払戻し
を受けた事案に関する平成15年判例3）が、受取人が「誤った振込み」があ
ることを知った場合には、「誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信
義則上の義務がある」と述べた趣旨は、「誤った振込み」があることを被仕
向銀行に知らせるだけでなく、自己がそれを「誤った振込み」と認識して
いることを告知する義務も含むもので、そう解する理由は、「被告人が誤振
込である旨の認識を有していることを知ることができないまま、被告人か
ら債務不履行責任を追及されるリスクを負担して権利行使を拒否するか、振
込依頼人から損害賠償請求を受けるリスクを負担して被告人の権利行使に
応じるかの判断を迫られる」ことに求めているようである。裏返せば、こ
れは、「被告人が誤振込である旨の認識を有していることを被仕向銀行が知
れば、その払戻請求を拒否しても、被仕向銀行は被告人から債務不履行責
任を追及されるリスクを負担しない」という理解があるものと思われる。

3） 　最決平成15･ 3 ･12刑集57巻 3 号322頁。
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4 　両判決の問題点

⑴ 本件において重要な事実
筆者は、以前に、本件の 1 審判決の問題点を検討したことがある4）。重複

するところはあるが、以下では、これに加えて、控訴審判決を含む両判決
の問題点を検討しようと思う。

本件は、これまでの誤振込み関係の刑事事件と異なり、被告人が誤振込
みの事実を知ったのは仕向・被仕向銀行、振込依頼人がこれを知った後で
あり、かつ、本件誤振込みの原因は、仕向銀行、被仕向銀行の過誤ではな
く、振込依頼人である阿武町の職員の過誤であったことも、被告人による
決済代金の支払委託や振込依頼の前に明らかになっていたというものであ
る。よって、被告人には、少なくとも阿武町からの本件送金が誤振込みで
あることは告げられていたものと考えられる。その上で、被告人は、阿武
町と被仕向銀行からの組戻しの要請を当面拒否し、その後に自己の口座か
らオンラインカジノサービスの代行決済業者等名義の普通預金口座に送金
することをインターネットで指示したものである。

⑵ 平成15年判例および従来の裁判例等との事案の相違
この点につき、本判決が引用する平成15年判例の事案および誤振込みが

問題となった刑事裁判例の事案との相違を、改めて確認しておこう。
まず、平成15年判例の事案は、振込依頼人側の過誤により、振込送金先

を被告人名義の普通預金口座に変更する旨の届出が誤ってなされたため、合
計75万円余が同口座に振り込まれ、その後、被告人は、通帳の記載から、入
金される予定のない「誤った振込み」があったことを知ったが、これを自

4） 　本件の「意見書」を基に、 1 審判決の問題点を検討したものとして、筆者はすでに前掲
注 1 ）『誤振込みと財産犯』109頁に「阿武町誤振込み事件第 1 審判決の問題性について」
と題する小稿を公刊している。
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己の借金の返済に充てようと考え、自己の普通預金口座のある銀行支店の
窓口係員に対し、「誤った振込み」があった旨を告げることなく、その時点
で残高が92万円余りとなっていた預金のうち88万円の払戻しを請求し、同
係員から即時に現金88万円の交付を受けたというものである。この事案で
は、被告人が誤振込みの事実を知るより前に仕向銀行や被仕向銀行が誤振
込みの事実を知ったという事情はない。また、注意すべきは、払戻し請求
の時点で被告人が知っていたのは、仕向・被仕向銀行の過誤による誤記帳・
誤発信の場合をも含む「誤った振込み」であって、振込依頼人の過誤によ
る狭義の「誤振込み」ではないということである。平成15年判例は、この

「誤った振込み」を超えて、狭義の「誤振込み」の認識があることまで告知
すべきであると述べたものではない（以下、単に「誤振込み」というときは、こ

の狭義の「誤振込み」の意味である）。
誤振込みの一種である振込み人による過剰入金―原因関係を成す債務

よりも多額の金員を振り込むこと―に関しては、平成 6 年 9 月12日の東
京高裁判決5）がある。その事実は、振込依頼人から送金依頼を受けた合衆
国の仕向銀行が円建てとドル建てとを誤り、本来の送金金額約44万円の百
倍以上の44万ドル、当時の為替レートで約5500万円を被告人の普通預金口
座のある被仕向銀行に送金したというものである。被仕向銀行がそれを被
告人の普通預金口座に入金記帳した後、被告人は過剰入金であることを知
りつつこれを現金自動支払機（以下、「ATM」とする。）から引き出して、自
己の債務の弁済や贅沢品の購入、先物取引への投資に当てた。本件につい
ては、東京高裁は「本件は、送金した銀行側の手違いにより、誤って被告
人の預金口座に入金があったに過ぎず、被告人に右預金について正当な払
戻し権限のない場合である」として、ATM から銀行支店の占有する現金
を窃取したとし、窃盗罪の成立を認めている。この事案でも、被告人が

「誤った振込み」の事実を知るより前に仕向銀行や被仕向銀行が「誤った振

5） 　東京高判平成 6 ･ 9 ･12判時1545号113頁（上告後上告棄却により確定）。
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込み」の事実を知ったという事情はない。それどころか、これは仕向銀行
の「誤発信」の事案であって、「誤振込み」の事案ではない。

昭和51年11月11日の札幌高裁判決6）の事案は、振込依頼人の過誤による
誤振込みに関するものであった。本件については、「本件の誤入金の原因は
振込人の錯誤にあ」るとの判示があり、銀行側の「誤発信・誤記帳」の事
案ではない。札幌高裁は、これについて詐欺罪の成立を認めているが、こ
の事案でも、被告人が「誤振込み」の事実を知るより前に仕向銀行や被仕
向銀行が「誤振込み」の事実を知ったという事情はない。というより、本
件についても、被告人には「誤振込み」であると断定できるような認識は
ないと思われる。

なお、下級審の上記 2 判決は、いずれも振り込まれた預金債権の成立を
否定し、かつ払戻し前の受取人の口座に記帳されている預金債権額に相当
する現金の占有は被仕向銀行にあるとして詐欺罪や窃盗罪を認めている7）。
しかし、平成15年判例は、誤振込みであっても「受取人である被告人と振
込先の銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、被告人は、銀
行に対し、上記金額相当の普通預金債権を取得する」ことを前提としてい
る。そして、その先例として参照されたのは、控訴審判決も引用する「平
成 8 年判例」であるが、その事実関係は、次の通りである。

すなわち、上告人は、譲渡担保付金銭消費貸借公正証書の執行力のある
正本に基づいて誤振込みの受取人 T 名義の普通預金債権572万円余りを差
し押さえたが、被上告人は、この T 名義の普通預金口座に誤って558万円
余を振り込んだことを理由として、この預金債権に対する部分につき第三
者異議の訴えによりその排除を求め、原審はこの請求を認容したため、上

6） 　札幌高判昭和51･11･11判タ347号300頁。
7） 　他方、東京地判昭和47･10･19判例集未登載は、誤って別の業者が自分の口座でなく被告

人の口座のコード番号を書いたため、被告人に工事代金が振り込まれたケースで、誤振込
みに気づきながらこれを引き出した被告人に遺失物等横領罪を認めている。これについて
は、原田國男「誤って振り込まれた預金の払戻しと占有離脱物横領罪の成否」研修337号

（1976年）110頁参照。
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告人が上告したというものである。これに対し、平成 8 年判例は、「振込依
頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、振込依頼
人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかか
わらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受
取人が銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得するものと解するの
が相当である。」と述べ、他方「振込依頼人は、受取人に対し、右同額の不
当利得返還請求権を有することがあるにとどまり、右預金債権の譲渡を妨
げる権利を取得するわけではないから、受取人の債権者がした右預金債権
に対する強制執行の不許を求めることはできない」として、原判決を破棄
し、被上告人の請求を棄却した。したがって、今日では、「誤発信」や「誤
記帳」の事案については後述のように争いはあるが、振込人の過誤による

「誤振込み」について預金債権の成立を否定する前提は、判例において採ら
れていない。この点は、本件の 1 審および控訴審の両判決も同じである。そ
して、「誤振込み」の場合、預金債権は成立していると解するからこそ、こ
の事件では第三者異議の訴えが斥けられたのである。

さらに重要なことは、下級審も含め、「誤発信」を含む「誤った振込み」
の事案においてこれまで詐欺罪や窃盗罪の成立が認められてきた事案には、
被告人が「誤った振込み」（「誤振込み」に限られないことに注意）の事実を知
るより前に仕向銀行や被仕向銀行が「誤振込み」の事実を知ったという事
情はないということである。しかも、本件では、「誤振込み」の原因が振込
人である阿武町の職員の過誤にあり、「誤発信」や「誤記帳」の事案でない
ことは、被告人の支払委託や振込依頼の前に明らかになっていたのであり、
そのことは被告人にも伝えられていた。

そして、両判決は誤解しているのであるが、平成15年判例が受取人に義
務づけたのは「誤った振込み」の告知であって、振込依頼人の過誤によっ
て振り込まれたという意味での「誤振込み」の認識の告知ではないのである。
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⑶ 「調査等手続きを取る利益」の意味
そこで、本件のように、被告人が「誤振込み」の事実を知ったのは仕向

銀行、被仕向銀行、阿武町の関係者がこれを知った後であり、かつ、本件
誤振込みの原因は、仕向銀行、被仕向銀行の過誤ではなく、振込依頼人で
ある阿武町の職員の過誤であった場合にも、被仕向銀行に、 1 審判決がい
う「調査等手続きを取る利益」や、控訴審判決がいう「受取人が誤振込み
であることを認識していることを知る利益」、言い換えれば受取人による預
金債権の譲渡等を妨げる財産上の利益があるかが問題となる。

この点については、平成15年判例がどのような理由で、この「調査手続
きを取る利益」を認めたのかを確認する必要がある。実は、平成15年判例
がこの利益を認めたのは、以下の理由に拠るのである。

すなわち、同判例は、たしかに「銀行実務では、振込先の口座を誤って
振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば、受取人の預金口座への入
金処理が完了している場合であっても、受取人の承諾を得て振込依頼前の
状態に戻す、組戻しという手続が執られている。また、受取人から誤った
振込みがある旨の指摘があった場合にも、自行の入金処理に誤りがなかっ
たかどうかを確認する一方、振込依頼先の銀行及び同銀行を通じて振込依
頼人に対し、当該振込みの過誤の有無に関する照会を行うなどの措置が講
じられている。」と述べ、その上で「これらの措置は、普通預金規定、振込
規定等の趣旨に沿った取扱いであり、安全な振込送金制度を維持するため
に有益なものである上、銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれ
ないためにも必要なものということができる。また、振込依頼人、受取人
等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から、社会的にも
有意義なものである。したがって、銀行にとって、払戻請求を受けた預金
が誤った振込みによるものか否かは、直ちにその支払に応ずるか否かを決
する上で重要な事柄であるといわなければならない。」と結論づけている。

ここで注目すべきなのは、「自行の入金処理に誤りがなかったかどうかを
確認する一方、振込依頼先の銀行……に対し、当該振込みの過誤の有無に
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関する照会を行うなどの措置」と述べられている部分である。というのも、
平成15年判例の最高裁調査官解説（以下、単に「調査官解説」という。）は、「被
仕向銀行において必要な調査、照会をし、被仕向銀行、仕向銀行の事務処
理に過誤がなかったことが明らかになった後、受取人が組戻しに応じず、預
金の払戻しを強く請求したときには、これに応じざるを得ないことになる。
……本件では、欺罔行為を用いて支払時期を早めた期間だけに着目すれば、
社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間、支払時期を早めた
ものとはいえないであろう。」8）と述べた上で、「誤振込みに係る事案につい
ては、当初から預金債権の成否が関係者間で明らかになっているわけでは
なく、被仕向銀行の調査、照会等の結果を待って、その成否が明らかにな
るのである。そして、被仕向銀行の調査、照会等の結果、預金債権の成立
が否定される可能性がある以上、調査、照会等の手続を経た上での預金の
払戻しと、それを経ない預金の払戻しとでは、質的に全く異なるものとい
える。」と展開し、「そうすると、誤振込みに係る預金の払戻しであること
を秘して行われた預金払戻請求に基づく払戻しと、これを告知した上で行
われた預金の払戻しとは、社会通念上別個の払戻しに当たるといえるから、
誤振込みに係る預金の払戻しであることを秘して行われた預金払戻請求が
詐欺罪に該当することは明らかである」と結論づけているからである9）。

つまり、預金債権が有効に成立する「誤振込み」の場合でも詐欺罪など
の財産犯が成立し得るのは、「当初から預金債権の成否が関係者間で明らか
になっているわけではな」いために「被仕向銀行の調査、照会等の結果、預
金債権の成立が否定される可能性がある」ことを理由として、かつその限
度で、なのである。

8） 　社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間、支払時期を早めたものとはいえ
ないという理由で詐欺罪を認めた原判決を破棄した裁判例として、最判平成13･ 7 ･19刑集
55巻 5 号371頁がある。

9） 　以上は、宮崎英一「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇（平成15年度）』（法曹会、2006年）
133頁以下から引用。
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このことは、平成15年判例後に、被仕向銀行に対する誤振込金の払戻請
求権を認めた平成20年判例の調査官解説も、次のように述べて認めている。
すなわち、「被仕向銀行の調査、照会等の結果、預金債権の成立が否定され
る可能性がある以上、調査、照会等の手続を経た上での預金の払戻しと、そ
れを経ない預金の払戻しとでは、質的に全く異なり、前者と後者とは、社
会通念上別個の払戻しに当たるといえるから、誤振込みに係る預金の払戻
しであることを秘して行われた預金払戻請求が詐欺罪に該当することは明
らかである。」10）と。その上で、「銀行は、上記の調査、照会等の手続に必
要な限度で現金を保持するという財産上の利益があるのに、誤振込みに係
る預金の払戻しであることを秘して払戻請求がされたことにより、現金の
交付を余儀なくされたので、財産罪である詐欺罪が成立するということで
あろう。」11）という理解が示される。

このように「被仕向銀行の調査、照会等の結果、預金債権の成立が否定
される可能性がある」場合に被仕向銀行に「調査等手続きを取る余裕」を
認める必要があるのは、この時点では「預金債権の成否が関係者間で明ら
かになっているわけではな」いために、被仕向銀行が無効な預金債権を知
らずに払い戻すリスクを負うからである。これに対して被仕向銀行の調査、
照会等の結果、預金債権の成立が認められることが明らかになれば、被仕
向銀行はこのようなリスクを負わずに払い戻すことになるので、銀行側の
過誤ではない「誤振込み」であることが明らかになった場合には、「受取人
が組戻しに応じず、預金の払戻しを強く請求したときには、これに応じざ
るを得ないことになる」12）のである。

⑷ 本件では預金債権は不成立か？
では、「預金債権の成立が否定される」のはどのような場合であろうか。

10） 　石丸将利「判解」『最高裁判所判例解説民事篇（平成20年度）』（法曹会、2011年）515頁。
11） 　石丸・前掲注10）516頁（注40）。
12） 　宮崎・前掲注 9 ）133頁以下。
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先の平成15年判例に関する調査官解説によれば、それは、振込みの際に仕
向銀行に過誤がある場合（「誤発信」）と、被仕向銀行に過誤がある場合（「誤

記帳」）の二つである。同調査官解説は、「誤記帳」の場合につき、「普通預
金規定（ひな型）」 3 条 1 項が受取人の口座に振込みがあることを預金債権
成立の根拠としていると解して、「誤発信」の場合につき、同規定 3 条 2 項
が受取人の同意を得ない「一方的取消権」を認めていることを根拠として、
いずれの場合にも預金債権は成立しないと解している13）。これに対し、振
込（依頼）人の過誤による誤振込みの場合には、平成 8 年判例に従い、預
金債権は有効に成立するのである。

もちろん、銀行の過誤の場合には預金債権は不成立だという前提には問
題がある。というのも、それは銀行側の「一方的取消権」の存在を根拠と
するものであるが、「取消し」と「無効」は異なるものであって、「取消し」
によって法律行為が遡及的に無効となるとしても、取り消されるまでは、そ
の法律行為は有効だということは、民法の「法律行為」におけるイロハだ
からである。現に、類似の預金規定を持つドイツでは、2000年11月 8 日の
連邦通常裁判所の決定14）が、「誤振込みばかりでなく誤記帳もまた、まず
もって、預金元帳への預金債権記載の実行によって請求権を発生させる。」
と述べている。つまり、「一方的取消権」があることを預金債権不成立の根
拠とするのは、「取消し」と「無効」の混同なのである15）。

しかし、それを置いても、本件の事案は、そのような「一方的取消権」
の存在を疑わしめるものではない。なぜなら、本件では、被告人が「誤振

13） 　宮崎・前掲注 9 ）127頁以下（注 8 ）参照。本件に関わる三菱 UFJ 銀行の普通預金規定
4 条にも、類似の定めがある。もっとも、そこには預金口座に「現金を受け入れる」とい
う定めと誤発信の場合の「一方的取消権」の定めがあるだけであり、受取人の口座に振込
みがあることを預金債権成立の根拠としているとまでは読み取れない。以上につき、松宮・
前掲注 1 ）『誤振込みと財産犯』55頁以下参照。

14） 　BGHSt 46, 196 = BGH NJW 2001, 453.
15） 　佐竹・前掲注 1 ）108頁は、「誤記帳」や「誤発信」の場合には預金債権の成立は否定さ

れると解しているが、それもまた、「取消し」と「無効」の混同である。
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込み」の事実を知ったのは仕向銀行、被仕向銀行、阿武町の関係者がこれ
を知った後であり、かつ、本件「誤振込み」の原因は、仕向銀行、被仕向
銀行の過誤ではなく、振込依頼人である阿武町の職員の過誤であったこと
が、被告人が「誤振込み」の事実を知った時点ですでに明らかになってい
たからである。しかも、本件では、冒頭で述べたように、被告人による本
件振込依頼の前に、仕向銀行から阿武町に「誤振込み」の指摘があった上
で仕向銀行から被仕向銀行に本件「誤振込み」についての組戻しのお願い
の電話連絡がなされていた。その上で、阿武町職員が被告人宅を訪問し、被
告人に対して本件「誤振込み」について、被仕向銀行まで手続きに行くこ
とを依頼した。その際、被告人は、阿武町職員から、組戻しは受取人本人
が銀行に行かないと手続きできないとの説明を受けている。さらに、本件
で組戻しを実施すべき被仕向銀行側の担当者は、受取人本人が直接申請し
ないと組戻しはできないと阿武町の副町長に説明していた。加えて、阿武
町からは被告人が本件振込依頼をする前に仕向銀行に組戻依頼書が提出さ
れ、上記振込組戻センターに組戻依頼電文が送信されていた。そこで、被
仕向銀行は振込金組戻承諾書の準備をして、被告人らの到着を待っていた。

つまり、本件では、銀行側の過誤の可能性を理由とする「被仕向銀行の
調査、照会等の結果、預金債権の成立が否定される可能性」はすでに否定
され、本件「誤振込み」は振込人の過誤によるものであり、その預金債権
は有効に成立していることが明らかだったのである。しかも、本件の証拠
からは、組戻しの準備はすでに終わっており、あとは振込金組戻承諾書へ
の被告人の署名・押印を待つばかりであったことまで窺われる。

この段階での預金口座からの送金指示は、「振込依頼人から振込委託に誤
りがあったことを理由に組戻しの請求がされた後に受取人から払戻しの請
求があった場合」16）と同じであって、このような場合には、平成 8 年判例
によれば「振込依頼人は、受取人に対し、右同額の不当利得返還請求権を

16） 　大坪丘『最高裁判所判例解説民事篇（平成 8 年度）』（法曹会、1999年）378頁。
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有することがあるにとどまり、右預金債権の譲渡を妨げる権利を取得する
わけではない」のである。ましてや、振込依頼人と受取人とを仲介するに
過ぎない被仕向銀行が、受取人による「右預金債権の譲渡を妨げる権利を
取得する」ことはあり得ないであろう17）。だからこそ、本件で組戻しを実
施すべき被仕向銀行側の担当者は、受取人本人が直接申請しないと組戻し
はできないと阿武町の副町長に説明していたのである。

つまり、本件では、被告人が誤振込みを知った時点で預金債権が成立し
ていることはすでに明らかであって、被仕向銀行に「右預金債権の譲渡を
妨げる権利」は認められないのである。

⑸ 銀行に払戻請求を拒否する権利はあるか？
これに対して控訴審判決は、「被告人との間では誤振込相当額の預金債権

が成立しているという状況にある本件被仕向銀行において、被告人が誤振
込である旨の認識を有していることを知ることができないまま、被告人か
ら債務不履行責任を追及されるリスクを負担して権利行使を拒否するか、振
込依頼人から損害賠償請求を受けるリスクを負担して被告人の権利行使に
応じるかの判断を迫られる」という。しかし、本件は、被告人の認識いか
んにかかわらず「誤振込み」の事案なのであるから、被仕向銀行に受取人
の払戻請求という「権利行使を拒否する」権限はない。また、預金債権は
有効に成立しているので被仕向銀行は預金債務を履行するだけであり、あ
とは振込依頼人が受取人に不当利得の返還を請求するだけである。した
がって、被仕向銀行が「被告人から債務不履行責任を追及されるリスクを
負担して権利行使を拒否するか、振込依頼人から損害賠償請求を受けるリ
スクを負担して被告人の権利行使に応じるかの判断を迫られる」という事
態はあり得ないのであって、受取人があくまで払戻しを求めるのであれば、
権利行使に応じるしかなく、かつ、その場合に「振込依頼人から損害賠償

17） 　銀行はあくまで支払仲介機関にすぎないのである。同様の指摘は、佐竹・前掲注 1 ）107頁。
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請求を受けるリスク」もないのである。
よって、この点に、控訴審判決の決定的な誤りがある。このような民事

の権利関係を無視した誤った推論による有罪判決の維持は、到底認められ
るものではない。

⑹ 「銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれない利益」
さらに、平成 8 年判例は、「振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座

に振込みがあったときは、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因とな
る法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金
額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して右金額相当の普通
預金債権を取得するものと解するのが相当である。」と述べていた。つまり、
預金債権は「その原因関係の有無等」にかかわらず「振込依頼人から受取
人の銀行の普通預金口座に振込みがあったとき」に成立するのである。し
かも、その理由には、「振込みは、銀行間及び銀行店舗間の送金手続を通し
て安全、安価、迅速に資金を移動する手段であって、多数かつ多額の資金
移動を円滑に処理するため、その仲介に当たる銀行が各資金移動の原因と
なる法律関係の存否、内容等を関知することなくこれを遂行する仕組みが
採られている」（下線筆者）とされている。預金債権が成立している「誤振
込み」の場合に、なぜ、被仕向銀行が「被告人が誤振込である旨の認識を
有していることを知る」必要があるのであろうか。そんなことをしたら、「多
数かつ多額の資金移動を円滑に処理する」ことができなくなるではないか。

むしろ、控訴審判決の考え方こそが、「誤振込み」は「本来振込依頼人と
受取人間の原因関係をめぐるトラブルなのに、銀行を紛争に巻き込み、対
応困難な立場に置くことになる」18）ものであろう。なぜなら、―平成15
年判例によれば、受取人には「誤振込み」の告知までは求められていない
のに―被仕向銀行にそのような「誤振込み」についての受取人の認識を

18） 　大坪・前掲注16）378頁。
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知る必要があるのであれば、そのような事実の兆候がありながらこれを調
査しなかったことが銀行の過失となり、「誤振込み」の振込依頼人や受取人
から損害賠償を請求されることにもなりかねないからである。本来、「銀行
はいわば支払仲介機関にすぎないのであり、銀行としては、どのような原
因で振込みがされるかについては一切考慮しないし、考慮もできない」19）

のである。本件のように仕向銀行から振込依頼人である阿武町に誤振込み
の指摘があったのは、銀行の義務を超えた預金者へのサービスであったと
思われる。もちろん、そのような顧客へのサービスが銀行業務に好影響を
及ぼすことは否定されないが、このことは、ここに銀行の財産上の利益が
あると考えることを正当化しない。

⑺ 平成 8年判例と平成20年判例の趣旨
この点で、控訴審判決が「平成 8 年判例は、誤振込によって成立した預

金債権を第三者が差し押さえたのに対し振込依頼人が第三者異議の訴えを
提起したものであり、受取人が成立した債権について権利行使した事案で
はないし、また、平成20年判例は、受取人が被仕向銀行に対し払戻請求を
しているものの、その請求は第三者によって払い出された自己の金銭の取
戻しの側面を有していた事案である。」と述べ、「各判例共に、誤振込金一
般について、受取人が民法上無制約に権利行使可能であるとは判示してい
ない」と評するのも、以上の検討から、独自の解釈であることが明らかと
なる。たしかに平成 8 年判決は受取人が成立した債権について権利行使し
た事案ではないが、その債権者がその「誤振込み」債権を差し押さえられ
るのは、受取人がそれについて預金債権を獲得し、それを譲渡することも
できるからである。また、平成20年判例は第三者によって払い出された自
己の金銭の取戻しにかかるものであるが、それを許容するという判断は、こ
の場合にも振り込まれた預金債権は有効に成立しており、それを被仕向銀

19） 　大坪・前掲注16）378頁。
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行が誤って第三者に払い戻したという判断があるからである。いずれも、
「誤振込金一般について、受取人が民法上無制約に払戻しの権利行使が可能
である」ことを前提とした判断である。

よって、控訴審判決は、平成 8 年判例と平成20年判例の趣旨を取り違え
たものである。

⑻ 「虚偽の情報」の意味
以上の検討から、本件では、平成15年判例を前提にしても、否、むしろ

それを前提にするからこそ、被告人が被仕向銀行に誤振込みの事実を告知
せずに誤振込金を振込送金させた行為について、被仕向銀行に対する「誤
振込み」に関する認識についての「告知義務」を認めることはできない。し
たがって、本件では、被告人が「振込を依頼する旨の虚偽の情報を与え」
たことも認められない。なぜなら、「虚偽」の前提となる「誤振込み」に関
する認識についての「告知義務」が認められないからである。預金債権は
有効に成立しており、かつ、そもそも「誤振込み」の認識についての「告
知義務」はないのであるから、被告人が「虚偽の情報を与え」たことにも
ならないのである。

よって、本件では、刑法246条の 2 にいう「人の事務処理に使用する電子
計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変
更に係る不実の電磁的記録を作」ったという電子計算機使用詐欺罪の構成
要件は充足されない。

5 　むすびに代えて

以上の検討から、本件では、被告人が「誤振込み」の事実を知った時点
ですでに預金債権の成立は明らかであり、したがって、被告人と阿武町と
の間の紛争は両者間で処理されるべきものとなったと考えられる。そこに
は、被告人に被仕向銀行に対して誤振込みの認識についての「告知義務」
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を認めるべき事実は存在しない。ゆえに、被告人が被仕向銀行の電子計算
機に対して「虚偽の情報」を与えたという事実も認められず、よって電子
計算機使用詐欺罪の成立も認められない。

なお、付言すれば、本件では、誤振込人の側から被告人に対して組戻し
に応じるように働きかけがなされたが、被告人がその場では組戻しに応じ
ない態度を見せても、誤振込人の側が不当利得返還請求債権の保全手続き
を取ったという事情は認められない。

そこで、この時点での誤振込人の側と被告人との間のやり取りがどのよ
うなものであったかが重要となる。というのも、場合によっては、誤振込
人の側が不当利得返還債権の保全手続きを取らずに、その保全を被告人に
委ねたと解する可能性もないではないからである。もちろん、そのような
事実は軽々に認定されるべきものではないが、仮にそれが認定できるので
あれば、被告人は誤振込人の側から、その不当利得返還請求債権の保全と
いう財産上の「他人の事務」を委ねられたと解する余地がないでもない。そ
の場合には、刑法247条にいう「他人のためにその事務を処理する者が、自
己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務
に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた」として、背任罪の成否が
問題となる20）。しかし、本判決を見る限り、こう推論するための重要な事
実は認定されていないようである。

20） 　佐竹・前掲注 1 ）118頁は、「債務の支払の交渉やそれに応じる姿勢を示すこと」が背任
罪の「事務処理者」と評価されるなら、交渉のテーブルに立つこと自体にリスクが生じ、紛
争の解決を阻害する恐れがあるとする。しかし、ここで指摘しているのは、そのような交
渉に応じることではなく、すぐさま返還をすることに困難がある場合に、特別に不当利得
返還債権の保全を委ねられた場合のことであるから、そのような懸念は当たらない。
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【追記】
『立命館法学』2025年 2・3 号（通巻420・421号）下巻の本論説において、注釈に

誤記がありましたので、PDF を以下のとおり修正いたしました。

【正誤表】
本文899頁、脚注30）の下線部分に誤記がありました。関係当事者の方には

ご迷惑をおかけし恐縮です。お詫びして訂正させていただきます。

● 899頁　脚注30） 2 行目
誤：① 事件（大阪地方裁判所令和 5 年わ第590号等事件）
正：③ 事件（大阪地方裁判所令和 5 年わ第590号等事件）
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